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平成29年度  一般会計 　　　予算平成29年度  一般会計 　　　予算補正補正
歳入歳出ともに2億9,368万5千円を追加

平成29年度  特別会計 　　　予算平成29年度  特別会計 　　　予算補正補正
国民健康保険国民健康保険歳入歳出予算の総額に

※人事異動に伴う、職員給与・手当等の増によるものである。
※前期高齢者納付金等の正式通知による増、一般会計からの繰
　り入れによるものである。

　　　　　総額
2,557万9千円を追加し

63億6,960万8千円とする。

歳入歳出予算の総額に

※歳入の増は、保留地処分の町単独費用増によるもの。
※歳出の増は、上原棚原土地区画整理事業予備費増によるもの
　である。

　　　　　　総額
271万2千円を追加し

5億2,866万2千円とする。

土地区画
整理事業
土地区画
整理事業

介 護 保 険介 護 保 険歳入歳出予算の総額に

※歳入の増は、繰越金の増によるもの。
※歳出の増は、介護給付費準備基金積立金の増と償還金や繰出
　金の増によるもの。

　　　　　　　総額
5,138万8千円を追加し

21億2,720万円とする。

歳入歳出予算の総額に

※歳入の増は、繰越金の増や中城湾南部流域下水道建設負担金
　債の増によるもの。　
※歳出の増は、予備費や委託料の増によるもの。

　　　　　　　総額
2,305万4千円を追加し

8億945万4千円とする。

公共
下水道事業
公共

下水道事業

総額1２１億1,068万5千円

議 会 費
41万円  ・ 議会事務局職員共済組合負担

総額： 1億3,264万7千円 農林水産業費

516万3千円  ・ 農業委員会事務運営事業
 ・ 産業観光課 · 農業委員会事務局職員給与

1億8,614万6千円総額：

総 務 費

1億6,024万9千円  ・ 交通安全 · 防犯対策事業
 ・ 財政調整基金積立金

総額：12億3,538万3千円 商 工 費

929万1千円  ・ 商工観光係職員給与
 ・ 西原町観光振興事業

4,018万8千円総額：

民 生 費

3,878万3千円  ・ 国民健康保険特別会計繰出事業
 ・ 介護保険事業
 ・ 保育所職員給与

総額：53億9,979万8千円 土 木 費

4,052万7千円  ・ 交通安全施設整備事業
 ・ 小波津川改修事業
 ・ 都市計画事務運営事業

11億2,389万3千円総額：

衛 生 費
△1,231万4千円  ・ 保健予防係職員給与

総額： 7億1,590万3千円 教 育 費

5,194万5千円
 ・ 坂田小学校仮設校舎賃借事業
 ・ 坂田小学校改造防音事業
 ・ 西原南幼稚園改造防音事業
 ・ 文化財事務運営事業

16億7,789万9千円総額：

国庫支出金

7,035万円  ・ 沖縄安全対策事業費補助金
 ・ 教育施設等騒音防止対策事業国庫補助金
 ・ 文化芸術振興費補助金

20億9,716万円　　総額： 繰　入　金
1,912万4千円  ・ 介護保険特別会計繰入金

5億9,745万5千円総額：

県 支 出 金

2,478万9千円  ・ 沖縄振興特別推進交付金
 ・ 農地利用最適化交付金

総額：16億1,739万6千円 繰 越 金
1億7,417万円  ・ 前年度繰越金

3億2,417万円　　総額：

寄 付 金
142万2千円  ・ 人材育成会への寄附金

142万6千円総額： 諸 収 入
383万円  ・ 地域支援事業費

3億9,027万2千円総額：

主な歳入主な歳入

主な歳出主な歳出

〈報告〉
事件番号

報告６号

報告７号

報告８号

内　　　容

平成28年度西原町繰越明許費繰越計算書
の報告について

平成28年度沖縄県町村土地開発公社事業
計画書の報告について

平成28年度西原町水道事業会計予算繰越
計算書の報告について 高江洲 昌明  税務課長

西原町固定資産評価員
の選任について〈　　　　　〉西原町固定資産評価員
の選任について〈　　　　　〉

条例の一部改正

　上原棚原地区土地区画整理事業の換地処分による町名地番変更に伴い西原町都市公園
条例の一部を改正する必要があるため。

◇西原町都市公園条例（昭和53年西原町条例第23号）の一部を改正する条例
議案第34号

　土地区画整理事業を適正かつ効率的な事務処理を行なうことを目的として、主に清算金の
徴収交付の手続きに関すること、その他所要の一部を改正する必要がある。

◇那覇広域都市計画事業土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例
議案第35号

　農業委員最適化推進委員の報酬を条例で定める必要があるため。また、新設された農地利
用最適化交付金の交付を受けとるにあたり、能率給を条例で定める必要があるため。

◇西原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の
　一部を改正する条例

議案第36号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定により、執行機関の附属機
関の設置を条例で定めるために、西原町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する必
要があるため。

◇西原町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例
議案第37号

可
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可
決
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